
不利益処分の処分基準 個票 

 

所管課かい名 環境創造課  

不利益処分の内容 設備整備計画の認定の取消し 

根拠法令等及び条項 
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の

発電の促進に関する法律（平成25年法律第81号）第８条第３項 

行政庁 静岡市長 

法 

令 

の 

定 

め 

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法

律（平成25年法律第81号） 

 

（設備整備計画の変更等） 

第８条 前条第三項の認定を受けた者（以下「認定設備整備者」という。）は、当該認定

に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めると

ころにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令・

環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ （略） 

３ 計画作成市町村は、認定設備整備者が前条第三項の認定に係る設備整備計画（第一

項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変

更後のもの。以下「認定設備整備計画」という。）に従って再生可能エネルギー発電設

備等の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

４ （略） 

処 

分 

基 

準 

基 準 

（未設定の場合は

その理由） 

別紙のとおり 

設 定 年 月 日 令和６年１月９日設定 

処分基準を公にしない場

合は、その理由 

 

 

 

No.１ 



 

 

 

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第８

条第３項の規定による設備整備計画の認定の取消しに係る処分基準 

 

次に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すものとします。 

 

１ 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行っ

ていないと認めることになった理由、認めるに至った経緯、その後における認定設備整備者

の言動のほか、必要に応じ実施した調査によって判明した事情その他の一切の事情を総合的

に考慮して、今後、認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設

備等の整備を行う蓋然性が客観的に認められない場合 

 

２ 設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、静岡市が

管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行為であって漁港漁場整備法（昭和

25年法律第137号）第39条第１項の許可を受けなければならないものである場合には、認定設

備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行っていない

と認めることになった結果として、その行為が特定漁港漁場整備事業の施行、漁港の利用又

は漁港の保全に及ぼす影響の具体的な内容及びその程度、その影響を受忍する余地の有無等

の事情を総合的に考慮して、同条第２項に規定する「申請に係る行為が特定漁港漁場整備事

業の施行又は漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでな

い」と認められなくなった場合 

 

３ 設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、静岡市が

管理する海岸保全区域内において行う行為であって海岸法（昭和31年法律第101号）第７条第

１項又は第８条第１項の許可を受けなければならないものである場合には、認定設備整備者

が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行っていないと認める

ことになった結果として、その行為が海岸の防護に及ぼす影響の具体的な内容及びその程度、

その影響を受忍する余地の有無等の事情を総合的に考慮して、同法第７条第２項に規定する

「その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがある」と認めるに至った

場合 

別紙 


